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１．事後評価のプロセス 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

 事後評価の実施にあたって、都道府県計画に記載した「事後評価の方法」に記載した事項

について、記載どおりの手続きを行ったかどうかを記載。 

 

☑ 行った 

（実施状況） 

 ・平成 27 年 6 月 5 日 宮城県地域医療介護総合確保推進委員会において議論 

 

 □ 行わなかった 

 （行わなかった場合、その理由） 

 

 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

 事後評価の方法に記載した審議会等の意見を聞いた際に指摘された主な内容を記載する

とともに、内容の末尾に審議会等名とその開催日時を記載すること。なお、主な内容につい

ては、審議会等の議事概要の添付も可とする。 

 

審議会等で指摘された主な内容 

・別添 宮城県地域医療介護総合確保推進委員会議事概要のとおり 

                   ※ 本委員会終了後に作成 
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２．目標の達成状況 

 
平成26年度宮城県計画に規定する目標を再掲し、平成26年度終了時における目標の達成状

況について記載。 

 

 

■宮城県全体（目標） 

 

① 宮城県の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

  宮城県においては，在宅医療，医療従事者確保対策など，以下に記載する医療介護

総合確保区域の課題を解決し，高齢者が地域において，安心して生活できるようにす

ることを目標とする。 

 

指標 計画策定時 平成 25年度終了時 平成 26年度終了時 

在宅医療に必要な連携を

担う拠点の設置 
なし 8 箇所 (29 万人に 1 ヶ所) 8 箇所(29 万人に 1 ヶ所) 

在宅療養支援診療所数 
128 ヶ所（5.4 ヶ所／10 万人） 

       （平成 24年） 

143 ヶ所（6.1 ヶ所／10 万人） 

       （平成 25年） 

147 ヶ所(6.3 ヶ所／10 万人) 

（平成 26年） 

在宅訪問診療を実施して

いる歯科医療機関数 

185 

      （平成 24年度） 

185 

      （平成 24年度） 

185 

（平成 24年度） 

訪問看護ステーション数 
103 ヶ所（4.4 ヶ所／10 万人） 

（平成 23年） 

114 ヶ所（4.9 ヶ所／10 万人） 

       （平成 26年） 

124 ヶ所(5.3 ヶ所／10 万人) 

（平成 27年） 

在宅死亡率 
17.9％（県全体） 

       （平成 22年） 

18.4％（県全体） 

（平成 24年） 

18.4％（県全体） 

（平成 24年） 

医師数（人口 10 万対） 
230.5 （全国 237.8） 

       （平成 24年） 

230.5（全国 237.8） 

（平成 24年） 

230.5（全国 237.8） 

（平成 24年） 

小児人口 1 万人当たりの

小児科医師数 

8.7 

       （平成 22年） 

8.9 

       （平成 24年） 

8.9 

（平成 24年） 

看護師数（人口 10 万対） 
740.2  （全国 796.6） 

       （平成 24年） 

740.2（全国 796.6） 

（平成 24年） 

740.2（全国 796.6） 

（平成 24年） 

産科・産婦人科医師 1 人当

たりの年間出生数（出生数

／産科産婦人科医師数） 

103.95 （全国 100.57） 

       （平成 22年） 

93.53（全国 95.44） 

（平成 24年） 

93.53（全国 95.44） 

（平成 24年） 

 

（指標の出展：第６次宮城県地域医療計画） 
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□宮城県全体（達成状況） 

１）目標の達成状況 

    現時点で統計的に確認できる指標については，計画策定時と比較していずれも

改善傾向を示している。 

 ２）見解 

在宅療養支援診療所や訪問看護ステーションなど在宅医療の提供体制の整備が

進みつつある。 

本計画に掲げる指標については，第６次宮城県地域医療計画（平成25年度-同29

年度）の目標指標の一部を再掲しており，地域医療介護総合確保基金等を活用し，

継続してこれら目標の達成に向けた関連施策に取り組む。 

 ３）目標の継続状況 

  ☑ 平成27年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 平成27年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 

■仙南圏（目標と計画期間） 

 ① 仙南圏の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

   仙南圏では，人口 10 万人当たりの在宅療養支援診療所数，訪問看護ステーショ

ン数は県平均を下回っている。また，人口 10 万人当たりの医師，看護師数はいず

れも県平均を下回っており，特に看護師数は県内で最も少ない数値となっている。

これらの課題を解決するため精力的に取り組むとともに，医療と介護の総合的な確

保のため，以下を目標とする。 

 

指標 計画策定時 平成 25年度終了時 平成 26年度終了時 

在宅医療に必要な連携を

担う拠点の設置 
なし なし なし 

在宅療養支援診療所数 
8 ヶ所（4.4 ヶ所／10 万人） 

（県 5.4ヶ所） （平成 24年） 

8 ヶ所（4.5 ヶ所／10 万人） 

（県 6.1ヶ所） （平成 25年） 

8 ヶ所（4.5 ヶ所／10 万人） 

（県 6.3ヶ所） （平成 26年） 

訪問看護ステーション数 
6 ヶ所（3.3 ヶ所／10 万人） 

（県 4.4ヶ所） （平成 23年） 

5 ヶ所（2.8 ヶ所／10 万人） 

（県 4.9ヶ所） （平成 26年） 

5 ヶ所（2.8 ヶ所／10 万人） 

（県 5.3ヶ所） （平成 27年） 

在宅死亡率 
18.3％ 

（県 17.9％）  （平成 22年） 

17.7％ 

（県 18.4％）  （平成 24年） 

17.7％ 

（県 18.4％）  （平成 24年） 

医師数（人口 10 万対） 
143.7 

（県 230.5 ） （平成 24年） 

143.7 

（県 230.5 ） （平成 24年） 

143.7 

（県 230.5 ） （平成 24年） 

看護師数（人口 10 万対） 
494.2 

（県 740.2 ） （平成 24年） 

494.2 

（県 740.2 ） （平成 24年） 

494.2 

（県 740.2 ） （平成 24年） 
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② 計画期間 

平成 26 年度～平成 27 年度 

 

 

□仙南圏（達成状況） 

●仙南圏の医療と介護の総合的な確保について 

  １）目標の達成状況 

仙南圏においては，県内で最も看護師医数が少ない地域であること踏まえ，平

成26年度からの２ヶ年計画で，仙南医療圏における看護師確保・育成に関する

調査を実施中である。地域の医療機関，看護師及び看護学校を対象とした調査を

行い，効果的で，実現可能な施策の立案を目指している。 

また，各医療圏で，二次救急医療機関等が当番を決め，在宅患者・介護施設入

所者の急変時に速やかに対応する体制が構築されており，仙南圏においては，５

医療機関が参加している。 

  ２）見解 

おおむね順調に進んでおり，平成27年度以降も引き続き，各事業に取り組む

こととする。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成27年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成27年度計画における関連目標の記載ページ；p.4） 

   □ 平成27年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 

■仙台圏（目標と計画期間） 

① 仙台圏の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

   仙台圏では，人口 10 万人当たりの在宅療養支援診療所数，訪問看護ステーショ

ン数は県平均を上回っているが，目標年次である平成 29 年度末に向けては，さら

なる増加が必要である。 

また，人口 10 万人当たりの医師，看護師数は県平均を上回っているが，仙台市が

この圏域の平均値を高めている側面があり，仙台市以外では大きく下回っている。

これらの課題を解決するため精力的に取り組むとともに，医療と介護の総合的な確

保をため，以下を目標とする。 
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指標 計画策定時 平成 25年度終了時 平成 26年度終了時 

在宅医療に必要な連携を

担う拠点の設置 
なし 3 ヶ所 3 ヶ所 

在宅療養支援診療所数 

84 ヶ所 

仙台市 5.4 ヶ所／10 万人 

仙台市以外 6.3ヶ所／10万人 

（県 5.4 ヶ所）（平成 24年） 

94 ヶ所 

仙台市 5.7 ヶ所／10 万人 

仙台市以外 7.5ヶ所／10万人 

（県 6.1 ヶ所）（平成 25年） 

95 ヶ所 

仙台市 6.0 ヶ所／10 万人 

仙台市以外 7.0ヶ所／10万人 

（県 6.3 ヶ所）（平成 26年） 

訪問看護ステーション数 

71 ヶ所 

仙台市 5.0 ヶ所／10 万人 

仙台市以外 4.5ヶ所／10万人 

（県 4.4 ヶ所）（平成 23年） 

76 ヶ所 

仙台市 5.3 ヶ所／10 万人 

仙台市以外 4.3ヶ所／10万人 

（県 4.9 ヶ所）（平成 26年） 

86 ヶ所 

仙台市 6.2 ヶ所／10 万人 

仙台市以外 4.5ヶ所／10万人 

（県 5.3 ヶ所）（平成 27年） 

在宅死亡率 
19.2％ 

（県 17.9％） （平成 22年） 

19.2％ 

（県 18.4％） （平成 24年） 

19.2％ 

（県 18.4％） （平成 24年） 

医師数（人口 10 万対） 

275.7 

（仙台市 333.0） 

（仙台市以外 137.1） 

（県 230.5） （平成 24年） 

275.7 

（仙台市 333.0） 

（仙台市以外 137.1） 

（県 230.5） （平成 24年） 

275.7 

（仙台市 333.0） 

（仙台市以外 137.1） 

（県 230.5） （平成 24年） 

看護師数（人口 10 万対） 

820.6 

（仙台市 933.1） 

（仙台市以外 548.7） 

（県 740.2） （平成 24年） 

820.6 

（仙台市 933.1） 

（仙台市以外 548.7） 

（県 740.2） （平成 24年） 

820.6 

（仙台市 933.1） 

（仙台市以外 548.7） 

（県 740.2） （平成 24年） 

 

② 計画期間 

平成26年度～平成27度 

 

 

□仙台圏（達成状況） 

●仙台圏の医療と介護の総合的な確保について 

  １）目標の達成状況 

在宅療養支援診療所数，訪問看護ステーション数は着実に増加している。 

また，各医療圏で，二次救急医療機関等が当番を決め，在宅患者・介護施設入

所者の急変時に速やかに対応する体制が構築されており，仙台圏においては， 

１４医療機関が参加している。 

  ２）見解 

おおむね順調に進んでおり，平成27年度以降も引き続き，各事業に取り組む

こととする。 

  ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成27年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成27年度計画における関連目標の記載ページ；p.5） 

   □ 平成 27 年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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■大崎・栗原圏（目標と計画期間） 

① 大崎・栗原圏の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

   大崎・栗原圏では，人口 10 万人当たりの訪問看護ステーション数，在宅死亡率

は県平均を下回っており，特に在宅死亡率は県内で最も少ない数値となっている。

また，人口 10 万人当たりの医師，看護師数はいずれも県平均を下回っており，特

に看護師数は県内で２番目に少ない数値となっている。これらの課題を解決するた

め精力的に取り組むとともに，医療と介護の総合的な確保をため，以下を目標とす

る。 

 

指標 計画策定時 平成 25年度終了時 平成 26年度終了時 

在宅医療に必要な連携を

担う拠点の設置 
なし 2 ヶ所 2 ヶ所 

在宅療養支援診療所数 

16 ヶ所 

大崎 3.8 ヶ所／10 万人 

栗原 10.7 ヶ所／10 万人 

（県 5.4 ヶ所）（平成 24年） 

16 ヶ所 

大崎 3.8 ヶ所／10 万人 

栗原 11.1 ヶ所／10 万人 

（県 6.1 ヶ所）（平成 25年） 

19 ヶ所 

大崎 4.8 ヶ所／10 万人 

栗原 12.7 ヶ所／10 万人 

（県 6.3 ヶ所）（平成 26年） 

訪問看護ステーション数 

11 ヶ所 

大崎 3.8 ヶ所／10 万人 

栗原 3.9 ヶ所／10 万人 

（県 4.4 ヶ所）（平成 23年） 

14 ヶ所 

大崎 5.3 ヶ所／10 万人 

栗原 4.2 ヶ所／10 万人 

（県 4.9 ヶ所）（平成 26年） 

13 ヶ所 

大崎 4.9 ヶ所／10 万人 

栗原 4.3 ヶ所／10 万人 

（県 5.3 ヶ所）（平成 27年） 

在宅死亡率 
15.9％ 

（県 17.9％） （平成 22年） 

16.2％ 

（県 18.4％） （平成 24年） 

16.2％ 

（県 18.4％） （平成 24年） 

医師数（人口 10 万対） 

157.5 

（大崎 164.6） 

（栗原 137.1） 

（県 230.5） （平成 24年） 

157.5 

（大崎 164.6） 

（栗原 137.1） 

（県 230.5） （平成 24年） 

157.5 

（大崎 164.6） 

（栗原 137.1） 

（県 230.5） （平成 24年） 

看護師数（人口 10 万対） 

599.4 

（大崎 565.0） 

（栗原 698.0） 

（県 740.2） （平成 24年） 

599.4 

（大崎 565.0） 

（栗原 698.0） 

（県 740.2） （平成 24年） 

599.4 

（大崎 565.0） 

（栗原 698.0） 

（県 740.2） （平成 24年） 

 

② 計画期間 

平成 26 年度～平成 27 年度 

 

 

□大崎・栗原圏（達成状況） 

  ●大崎・栗原圏の医療と介護の総合的な確保について 

 １）目標の達成状況 

訪問看護ステーション数は１ヶ所減であるものの，在宅療養支援診療所数は着

実に増加している。 
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また，各医療圏で，二次救急医療機関等が当番を決め，在宅患者・介護施設入

所者の急変時に速やかに対応する体制が構築されており，仙台圏においては，８

医療機関が参加している。 

２）見解 

おおむね順調に進んでおり，平成27年度以降も引き続き，各事業に取り組むこ

ととする。 

３）目標の継続状況 

   ☑ 平成27年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成27年度計画における関連目標の記載ページ；p.7） 

   □ 平成27年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 

■石巻・登米・気仙沼圏（目標と計画期間） 

 ① 石巻・登米・気仙沼圏の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

   石巻・登米・気仙沼圏では，人口 10 万人当たりの訪問看護ステーション数，在

宅死亡率は県平均を下回っている。また，人口 10 万人当たりの医師，看護師数は

いずれも県平均を下回っており，特に医師数は県内で最も少ない数値となっている。

これらの課題を解決するため精力的に取り組むとともに，医療と介護の総合的な確

保をため，以下を目標とする。 

 

指標 計画策定時 平成 25年度終了時 平成 26年度終了時 

在宅医療に必要な連携を

担う拠点の設置 
なし 3 ヶ所 3 ヶ所 

在宅療養支援診療所数 

20 ヶ所 

登米 3.6 ヶ所／10 万人 

石巻 4.7 ヶ所／10 万人 

気仙沼 7.7 ヶ所／10 万人 

（県 5.4 ヶ所）（平成 24年） 

25 ヶ所 

登米 3.6 ヶ所／10 万人 

石巻 7.2 ヶ所／10 万人 

気仙沼 9.8 ヶ所／10 万人 

（県 6.1 ヶ所） （平成 25年） 

25 ヶ所 

登米 3.7 ヶ所／10 万人 

石巻 10.0 ヶ所／10 万人 

気仙沼 10.0 ヶ所／10 万人 

（県 6.3 ヶ所） （平成 26年） 

訪問看護ステーション数 

15 ヶ所 

登米 3.5 ヶ所／10 万人 

石巻 3.7 ヶ所／10 万人 

気仙沼 4.3 ヶ所／10 万人 

（県 4.4 ヶ所）（平成 23年） 

15 ヶ所 

登米 2.4 ヶ所／10 万人 

石巻 6.7 ヶ所／10 万人 

気仙沼 4.9 ヶ所／10 万人 

（県 4.9 ヶ所） （平成 26年） 

20 ヶ所 

登米 2.5 ヶ所／10 万人 

石巻 7.3 ヶ所／10 万人 

気仙沼 5.1 ヶ所／10 万人 

（県 5.3 ヶ所） （平成 27年） 

在宅死亡率 
16.1％ 

（県 17.9％） （平成 22年） 

14.9％ 

（県 18.4％） （平成 24年） 

14.9％ 

（県 18.4％） （平成 24年） 

医師数（人口 10 万対） 

143.1 

（登米 109.6） 

（石巻 167.1） 

（気仙沼 119.7） 

（県 230.5） （平成 24年） 

143.1 

（登米 109.6） 

（石巻 167.1） 

（気仙沼 119.7） 

（県 230.5） （平成 24年） 

143.1 

（登米 109.6） 

（石巻 167.1） 

（気仙沼 119.7） 

（県 230.5） （平成 24年） 



   

8 

 

看護師数（人口 10 万対） 

640.0 

（登米 569.8） 

（石巻 590.6） 

（気仙沼 828.1） 

（県 740.2）（平成 24年） 

640.0 

（登米 569.8） 

（石巻 590.6） 

（気仙沼 828.1） 

（県 740.2） （平成 24年） 

640.0 

（登米 569.8） 

（石巻 590.6） 

（気仙沼 828.1） 

（県 740.2） （平成 24年） 

 

② 計画期間 

平成26年度～平成27年度 

 

 

□石巻・登米・気仙沼圏（達成状況） 

●石巻・登米・気仙沼圏の医療と介護の総合的な確保について 

 １）目標の達成状況   

在宅療養支援診療所数，訪問看護ステーション数は着実に増加している。 

また，各医療圏で，二次救急医療機関等が当番を決め，在宅患者・介護施設入所

者の急変時に速やかに対応する体制が構築されており，仙台圏においては，５医療

機関が参加している。 

２）見解 

おおむね順調に進んでおり，平成27年度以降も引き続き，各事業に取り組むこと

とする。 

 ３）目標の継続状況 

   ☑ 平成27年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

     （平成27年度計画における関連目標の記載ページ；p.9） 

□ 平成27年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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３．事業の実施状況 

 
平成26年度宮城県計画に規定した事業について、平成26年度計画終了時における事業の実

施状況を記載。 

 

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関す

る事業 

事業名 【NO.１】 

院内口腔管理体制整備事業 

 

【総事業費】 

4,800 千円 

事業の対象

となる区域 
仙南圏，仙台圏，大崎・栗原圏，石巻・登米・気仙沼圏 

事業の期間 平成 26 年 10 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 ○歯科衛生士の配置：4 人（4 圏域各 1 人） 

〔事業効果〕 

・術後における全身の早期回復の促進 

・各種がん治療の副作用・合併症の予防や軽減 

・在院日数の短縮 

事業の達成

状況 

〇歯科衛生士の配置：5 人（仙南圏 1 人, 仙台圏 2 人, 大崎・栗原圏,  

             1 人, 石巻・登米・気仙沼圏 1 人）  

・地域医療支援病院やがん診療連携拠点病院等の患者に対して全身と口 

腔機能の向上を図るため，歯科衛生士を配置し，患者の口腔管理を行

った。 

事業の有効

性・効率性 

 

（１）事業の有効性 

  歯科衛生士の配置により，入院患者の口腔管理上の一定の効果（術

後における全身の早期回復の促進や副作用，合併症の予防・軽減等）

が得られた。 

（２）事業の効率性 

  宮城県内のすべての医療圏（4 医療圏）で事業が実施され，地域の

拠点となる医療機関において，医科歯科連携の強化が図られた。 

  

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.２】 

宮城県医師会地域医療包括ケア推進支援室（仮称）の設

置・運営 

【総事業費】 

3,957 千円 

事業の対象

となる区域 
仙南圏，仙台圏，大崎・栗原圏，石巻・登米・気仙沼圏 

事業の期間 平成 26 年 10 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 〇郡市医師会との連絡支援会議の開催：2 回 

〇医療関係団体との連絡支援会議の開催：1 回 

〇研修会の開催：1 回 

〔事業効果〕 

・各地域における地域包括ケアの円滑かつ有効な活用に向けた実務的な 

支援・指導を行う体制の構築 

 

事業の達成

状況 

〇郡市医師会との連絡支援会議の開催 

〇医療関係団体との連絡支援会議の開催 

〇研修会の開催 

 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

宮城県医師会における，郡市医師会・医療関係団体との連絡支援会

議，各地区調査，各種研修事業の実施により，実務的な支援・指導を

行う体制整備等が進んだ。 

（２）事業の効率性 

地域包括ケアの推進を図るため，重要な役割を担う医師会がリーダ

ーシップを発揮することで，県内の郡市医師会や医療関係団体等との

連携・調整が円滑に行われる。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.３】 

高齢腎不全患者に対する在宅医療の推進 

 

【総事業費】 

22,500 千円 

事業の対象

となる区域 
仙台圏 

事業の期間 平成 26 年 10 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 〇腎不全支援スタッフの配置による腎不全患者の在宅医療支援体制の支

援 

〇市民講演会等の開催 

〔事業効果〕 

・高齢の慢性腎臓病患者に対する在宅医療の支援と慢性腎臓病・腎不全

進行の抑制により，高齢者在宅医療の推進につながる。 

 

事業の達成

状況 

〇高齢の慢性腎臓病患者等の在宅医療を推進するため，腎不全支援スタ

ッフを配置（医師１名，看護師１名，管理栄養士２名） 

〇介護施設や訪問看護ステーションスタッフへの腎不全教育を実施（月

１回の会議），ネットワーク形成による在宅医療体制支援等を実施 

 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

高齢者人口が最大となると予想されている 2025 年を見据えた，高齢

者の慢性腎臓病（CKD）に関する在宅医療の推進と透析予防のため，  

訪問看護師など介護者のスキルアップと地域のネットワークの構築が

図られる。 

（２）事業の効率性 

高齢者の慢性腎臓病や腎不全に対する介護者の理解の広がりは，高

齢者の在宅医療を推進するとともに，腎不全患者の QOL を向上させ，  

医療費の削減につながることが期待できる。 

 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.４】 

小児在宅医療支援センターの設置 

 

【総事業費】 

38,207 千円 

事業の対象

となる区域 
仙南圏，仙台圏，大崎・栗原圏，石巻・登米・気仙沼圏 

事業の期間 平成 26 年 10 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 〇宮城県小児在宅医療支援協議会の開催：1 回 

〇小児在宅医療情報システムの構築 

〇小児在宅医療支援拠点の整備：7 か所 

〇小児在宅医療コーディネーターの養成：14 人 

 

事業の達成

状況 

〇宮城県小児在宅医療支援協議会の開催：1 回 

〇宮城県小児在宅医療情報システムの構築 

〇小児在宅医療支援拠点の整備：7 か所 

〇小児在宅医療に関する講義（出前講座）の実施 

 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

宮城県小児在宅医療支援協議会の開催により，関係者がこの課題に

対する認識を深め，目指すべき子育て社会像についてより具体的に考

える機会を提供することができる。 

（２）事業の効率性 

小児在宅医療情報システムが構築されることにより，患者とその家

族が利用できる医療・福祉資源や相談窓口を容易に把握することがで

きるようになる。 

 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.５】 

在宅医療連携拠点整備事業 

 

【総事業費】 

115,000 千円 

事業の対象

となる区域 
仙南圏，仙台圏，大崎・栗原圏，石巻・登米・気仙沼圏 

事業の期間 平成 26 年 10 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 〇連携拠点における取組の実施：5 か所 

〔事業効果〕 

・在宅医療連携拠点の整備 

・多職種が連携して取り組む環境づくり 

・在宅医療従事者の負担軽減 

 

事業の達成

状況 

〇連携拠点における取組の実施：1 か所 

 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

高齢者の増加，価値観の多様化に伴い,可能な限り住み慣れた場所

で自分らしく過ごす, 「生活の質」を重視する医療が求められており,

これをサポートする体制が整備される。 

（２）事業の効率性    

在宅医療連携拠点の整備を進める過程では，多職種の連携による効

率的な医療等の提供や人材育成について検討され，具体化されるもの

と期待される。 

 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.６】 

在宅医療に係る入院受入体制構築 

【総事業費】 

166,306 千円 

事業の対象

となる区域 
仙南圏，仙台圏，大崎・栗原圏，石巻・登米・気仙沼圏 

事業の期間 平成 26 年 10 月 1 日～平成 27 年 6 月 30 日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 〇当番病院（日中）：12 病院 

〇当番病院（夜間）：9 病院 

〔事業効果〕 

・在宅療養者の急変時の受入医療機関を確保することで，患者家族や

医療・介護従事者の負担を減らすことができる。 

 

事業の達成

状況 

〇参加医療機関 32 医療機関 

24 時間 365 日在宅患者が急変した際の受入体制を構築 

〇受入件数 614 件（H27.1～H27.3） 

 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

各医療圏で二次救急医療機関等が当番を決め，在宅患者・介護施設

入居者の急変時に速やかに対応できる二次救急医療機関体制が構築さ

れた。 

（２）事業の効率性  

受入体制の構築により患者家族や医療・介護従事者の負担を減らす

ことができたほか，初期救急から二次救急を受入れることにより三次

救急の負担を減らし，医療機関の機能分化が促進された。 

その他  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

15 

 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.７】 

在宅医療・介護の連携ネットワーク構築 

 

【総事業費】 

6,954 千円 

事業の対象

となる区域 
石巻・登米・気仙沼圏 

事業の期間 平成 26 年 10 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 〇石巻在宅医療・介護推進協議会運営委員会の組織・開催 

〇ICTシステムを活用した利便性の高い入力・閲覧環境の整備 

〔事業効果〕 

・限られた在宅医療対応診療所が協力・連携することで，各診療所の 24

時間 365 日対応の負荷を軽減するほか，外来型診療所の在宅医療への

参入が促進される。 

・石巻市の地域包括ケアを支えるシステムへの発展が期待される。 

 

事業の達成

状況 

〇石巻在宅医療・介護情報連携協議会の組織・運営（１６事業者） 

定例会議：２回 ワーキンググループ：４回 

〇ネットワークの新しい運用ルールの実装と確立 

 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

石巻市の地域包括ケアシステムの基盤となる在宅医療・介護の連携

ネットワークの構築に向け，組織体制・運営体制の整備を行った。 

（２）事業の効率性 

ネットワークの新しい運用ルールが実装されたことにより，各事業

者間の連携数の増加がみられただけでなく，業務の負担軽減につなが

る結果となった。 

 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.８】 

地域包括ケア推進・検討会議推進事業 

 

【総事業費】 

2,700 千円 

事業の対象

となる区域 
仙南圏，大崎・栗原圏 

事業の期間 平成 26 年 10 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 〇会議・検討会等開催：9 回 

〔事業効果〕 

・地域における医療・介護の関係者が一堂に会することにより，顔の見

える関係が構築され，連携を深めることができる。 

・地域包括ケアシステムの構築を図ることにより，医療・介護の連携，

認知症対策の推進が図られる。 

 

事業の達成

状況 

〇代表者回会議１回 担当者会議２回 講演会１回（参加 165 名） 

・仙南地域における急性期病院から在宅までの退院円滑化を図るための

方策検討や，仙南地域の医療関係者及び介護福祉関係者による多職種

協働のための関係者会議の開催，地域包括ケア体制構築に向けた講演

会実施。 

 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

  管内の病院長で構成する代表者会議では，今年度から取組を始めた

急性期病院から後方支援病院への転院患者実態調査の集計結果等をも

とに，管内の退院円滑化を図るための意見交換を実施し，病院間の連

携が図られた。   

（２）事業の効率性 

これまで医療と介護の関係者が一堂に会する機会がなかったが，関

係者会議や講演会の開催を通じ，顔の見える関係づくりが始まり，地

域における現状や課題の情報共有が図られた。 

 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.９】 

地域包括ケア地域課題等検討研修会 

 

【総事業費】 

8,500 千円 

事業の対象

となる区域 
仙南圏，仙台圏，大崎・栗原圏，石巻・登米・気仙沼圏 

事業の期間 平成 26 年 10 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 〇検討研修会の開催：７か所 

〔事業効果〕 

・保健所等の単位で多職種が地域課題を検討する場を設けることで，医

療と介護の連携が促進される。 

 

事業の達成

状況 

〇検討研修会の開催：３か所（栗原，石巻，気仙沼） 

・在宅医療・介護の連携を図るため，地域包括ケアの担い手が，保健所

等の単位で地域課題の検討を定期的に行う機会を設けた。 

 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

在宅医療や介護に関する課題を共有し，地域包括ケア体制を整備す

る上で必要な連携体制が構築される。 

（２）事業の効率性 

行政等が主体となり，地域の医療機関や介護従事者と連携しながら

研修の企画立案等を行うことで，地域の課題に応じた研修内容となる

ほか，各機関との連携が強化される。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.１０】 

地域包括ケア情報共有ガイドライン作成事業 

 

【総事業費】 

15,000 千円 

事業の対象

となる区域 
仙南圏，仙台圏，大崎・栗原圏，石巻・登米・気仙沼圏 

事業の期間 平成 26 年 10 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

 

事業の目標 〇標準ガイドラインの作成 

〔事業効果〕 

・連携の場面ごとに最低限必要な共有内容をガイドラインとして定める

ことで，効果的な連携を図ることができる。 

 

事業の達成

状況 

〇宮城県医療・介護情報連携ガイドラインの作成 

・地域包括ケアシステム構築を全県で行うため，在宅療養時，退院調整

時などにおける医療と介護間の情報共有のルール（内容，手段，時期，

頻度等）の標準的な内容を定めたガイドラインを作成した。 

 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

  地域包括ケア体制の構築に当たって，標準的な医療と介護の情報連

携に係るガイドラインを作成することで，適切な情報共有のもと，全

県下での連携体制を構築することができる。 

（２）事業の効率性 

  誰が，どこで，どのような情報を，どのように共有するかについて，

連携の場面ごとに提示し，また必要に応じて視覚化することで，関係

者間の情報伝達や共有が円滑に行われることが期待される。 

 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.１１】 

総合診療医の育成支援事業 

 

【総事業費】 

46,200 千円 

事業の対象

となる区域 
仙南圏，仙台圏，大崎・栗原圏，石巻・登米・気仙沼圏 

事業の期間 平成 26 年 10 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 〇育成を行う医療機関への支援：3 か所 

 

事業の達成

状況 

〇育成を行う医療機関への支援：1 か所（気仙沼本吉病院） 

・在宅医療の担い手となる総合診療医の確保のため，プライマリケアの

育成プログラムに基づき，総合診療医の育成を行う医療機関を支援し

た。 

 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

 患者が住み慣れた家や地域で生活を継続するためには，それに対

応できる在宅医療従事者（医師）の育成が急務であり，総合診療医

の育成を行う医療機関を支援することで，その育成が促される。 

（２）事業の効率性 

   総合診療医の育成を行う医療機関の活動が促進され，総合診療医

数の増加，県内への定着促進につながることが期待される。 

 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.１２】 

多職種人材育成研修会 

 

【総事業費】 

2,274 千円 

事業の対象

となる区域 
仙南圏，仙台圏，大崎・栗原圏，石巻・登米・気仙沼圏 

事業の期間 平成 26 年 10 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 〇研修会の開催：2 回 

〔事業効果〕 

・医療及び介護の連携の核となる人材の育成。 

・顔の見える環境の構築，多職種が連携して取り組む環境づくり。 

 

事業の達成

状況 

〇研修会の開催：1 回 

・宮城県病院協会在宅患者入院受入体制事業について 

・在宅緩和ケアにおける多職種協働の実践 

・鶴岡市における地域包括ケア～医師会主導による構築～ 

 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

地域包括ケア体制構築のためには，医療，介護の関係者が顔の見え

る関係を構築することが必要であり，多職種の関係者が集う研修会に

おいて，全国の状況を学びつつ，相互理解を深めることができる。 

（２）事業の効率性 

研修会やグループワークを通じて，医師，歯科医師，薬剤師，看護

職員，ケアマネージャ等の多職種の顔が見える関係を構築することが

期待される。 

 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.１３】 

医療介護連携推進研修 

 

【総事業費】 

1,422 千円 

事業の対象

となる区域 
石巻・登米・気仙沼圏 

事業の期間 平成 26 年 10 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 〇交流研修の開催：4 回 

〇社会資源マップの作成 

〔事業効果〕 

・医師，看護師，介護支援専門員等，医療と介護の関係者による交流研

修を通じ，顔の見える相談しやすい環境を構築し，相互理解を深める。 

・地域の現場レベルでの多職種連携を推進する。 

 

事業の達成

状況 

 

事業未了 

 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

 

 

 

 

（２）事業の効率性 

 

 

 

 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.１４】 

在宅医療・地域包括ケア担い手育成事業 

 

【総事業費】 

10,073 千円 

事業の対象

となる区域 
石巻・登米・気仙沼圏 

事業の期間 平成 26 年 10 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 〇後期研修医の受入：2 人 

〔事業効果〕 

・将来指導者となり他医療機関でも総合診療・地域包括ケアの推進に貢

献できる人材の育成につながる。 

 

事業の達成

状況 

〇後期研修医の受入：2 人 

 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

  石巻市立病院開成仮診療所を中心に，総合診療・在宅医療・地域包

括ケアを実践できる医療者を集め，教育する体制が整備された。 

 

（２）事業の効率性 

指導医による訪問診療と外来診療を通じた教育，さらに毎日行う振

り返りカンファレンスでの指導を併せて行うことで，研修医の個性等

にあわせた個別的な教育が実現する。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.１５】 

在宅医療対応力向上研修 

 

【総事業費】 

6,800 千円 

事業の対象

となる区域 
仙南圏，仙台圏，大崎・栗原圏，石巻・登米・気仙沼圏 

事業の期間 平成 26 年 10 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 〇基礎研修の実施：3 か所 

〇対応力向上研修の実施：3 か所 

〔事業効果〕 

・在宅医療従事者が増える。 

・在宅医療従事者の質の向上による患者への対応力の向上 

 

事業の達成

状況 

〇対応力向上研修の実施：1 か所 

・禁煙指導と健康相談について 

・かかりつけ医の在宅医療－多職種協働で考える地域包括ケアシステム 

・ゆる～い関係の在宅医療 

 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

在宅医療に従事していない医療機関が在宅医療の基礎的知識を学ぶ

機会を設けるとともに，在宅医療に従事している医療機関において，

対応できる疾患の増加が図られる。 

（２）事業の効率性 

医師会がリーダーシップをとり，県内の在宅医療体制の強化・充実

を指向する研修の機会を設けることで，今後，在宅医療に取り組もう

とする医師，医療機関の情報収集やきっかけづくりの場となることが

期待される。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.１６】 

在宅医療人材育成事業 

 

【総事業費】 

13,480 千円 

事業の対象

となる区域 
仙南圏，仙台圏，大崎・栗原圏，石巻・登米・気仙沼圏 

事業の期間 平成 26 年 10 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 〇在宅医療従事者研修等の実施：3 回 

〔事業効果〕 

・介護・福祉関係施設，在宅領域で働く看護管理者のマネジメント能力

が向上し，質の高い看護が提供できるようになる。 

 

事業の達成

状況 

〇在宅医療従事者研修等の実施：3 回 

・災害時においても，難病患者が安心して療養生活が継続できるよう，

難病患者支援の知識・技術実践研修 

・介護・福祉関係施設，在宅領域で働く看護管理者のマネジメント能力

向上研修 

・医療と介護に携わる医療従事者等に対する実地研修 

 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

  在宅医療従事者の患者への対応力が向上し，災害等有事の際，タイ

ムリーに医療依存度の高い患者・家族への支援ができるようになる。。 

（２）事業の効率性 

介護・福祉関係施設，在宅領域で働く看護管理者が研修を受講する

ことで，相互の業務の特徴や専門性を知る機会となり，具体的で効率

的な連携を促すことが期待される。 

 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.１７】 

訪問看護推進事業 

 

【総事業費】 

1,030 千円 

事業の対象

となる区域 
仙南圏，仙台圏，大崎・栗原圏，石巻・登米・気仙沼圏 

事業の期間 平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 〇訪問看護推進協議会の開催：2 回 

〇訪問看護師及び医療機関看護師の資質向上のための研修会の開催：1 回 

〇訪問看護の役割の普及啓発（講演会等）：1 回 

 

 

事業の達成

状況 

〇訪問看護推進協議会の開催：2 回 

〇訪問看護師及び医療機関看護師の資質向上のための研修会の開催：3 回 

〇訪問看護の役割の普及啓発（講演会等）：1 回 

・自立支援と訪問看護 

・地域包括支援センターと訪問看護ステーションの連携 

 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

訪問看護に携わる看護師等の資質の向上，訪問看護師と医療機関や地

域の在宅介護サービス等との連携の強化による訪問看護の充実が図ら

れる。 

（２）事業の効率性   

宮城県看護協会が主体となり，地域包括ケアや地域医療に関する課題

が提起され，考察されていくことで，より効果的で具体的な取組につな

がることが期待される。 

 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.１８】 

機能強化型大規模訪問看護ステーション施設整備事業 

 

【総事業費】 

195,300 千円 

事業の対象

となる区域 
仙台圏，大崎・栗原圏 

事業の期間 平成 26 年 10 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 〇機能強化型大規模訪問看護ステーションの整備：2 か所 

 

事業の達成

状況 

〇機能強化型大規模訪問看護ステーションの整備：2 か所 

・仙台市（太白・若林地区）及び大崎市に整備 

・平成 26 年度においては用地取得及び基本設計を実施。 

 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

訪問看護ステーションの大規模化により，24 時間対応や看取り，重

症度の高い利用者への訪問看護サービスを安定的に供給できる基盤を

構築することができる。 

（２）事業の効率性 

安定した経営により，訪問看護職員の勤務環境改善，離職者防止が

図られ，地域全体の訪問看護量の増加やサービスの質を高めていくこ

とにつながる。 

 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.１９】 

訪問看護ステーション設置支援事業 

 

【総事業費】 

3,446 千円 

事業の対象

となる区域 
石巻・登米・気仙沼圏 

事業の期間 平成 26 年 10 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

 

事業の目標 〇訪問看護ステーションの設備拡充：1 か所 

〇訪問看護ステーションサテライト事業所の開設：1 か所 

 

事業の達成

状況 

〇訪問看護ステーションの設備拡充：1 か所 

〇訪問看護ステーションサテライト事業所の開設：1 か所 

・訪問看護ステーションの設置・設備拡充に対する支援を行った。 

 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

良質で安心・安全な訪問看護サービスが安定的に提供されることに

より，在宅医療提供体制の充実が図られる。 

（２）事業の効率性 

   比較的在宅医療サービス基盤の希薄と思われる地域において，他機

関との連携による訪問看護・訪問リハビリテーションが実践されてき

ている。 

 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.２０】 

訪問看護人材育成事業 

 

【総事業費】 

7,576 千円 

事業の対象

となる区域 
仙南圏，仙台圏，大崎・栗原圏，石巻・登米・気仙沼圏 

事業の期間 平成 26 年 10 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 〇訪問看護師の養成及び育成研修の実施：3 回以上 

〔事業効果〕 

・研修の機会の少ない小規模事業所の訪問看護師の資質向上が図られ，

安心・安全な訪問看護サービスが提供できるようになる。 

・潜在看護師や訪問看護に関心のある看護師の育成・支援により，訪問

看護師の増員にもつながる。 

 

事業の達成

状況 

〇訪問看護師の養成及び育成研修の実施：４回 

・県内全域の小規模訪問看護ステーションの訪問看護師や訪問看護に関

心のある看護師を対象とした育成研修 

 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

  研修の機会が少ない小規模事業所の訪問看護の資質向上が図られ，

安全・安心な訪問看護サービスの提供ができる。 

（２）事業の効率性 

    潜在看護師等の育成支援により，訪問看護師の人材確保につなげら

れるほか，訪問看護への理解が深まることで，在宅ケアや看取りへの

発展が期待される。 

 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.２１】 

在宅療養支援診療所創設等推進事業 

 

【総事業費】 

156,972 千円 

事業の対象

となる区域 
仙南圏，仙台圏，大崎・栗原圏，石巻・登米・気仙沼圏 

事業の期間 平成 26 年 10 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 〇支援対象診療所数：各 7 か所 

〔事業効果〕 

・在宅療養支援診療所の増加 

・在宅療養環境の整備 

 

事業の達成

状況 

〇支援対象診療所数：各 1 か所 

・公立加美病院 

 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

在宅療養支援診療所の届出の障壁となっている，届出前一年間の緊

急往診，看取り実績を取得するまでの間，医療機関の取組への支援を

行い，在宅療養支援診療所の増加を促す。 

（２）事業の効率性 

近隣に往診等を行う医療機関が存在しない地域において，診療報酬

上の距離要件を満たさない場合に，往診等を行う医療機関に対して支

援を行うことで, 医療機関の体制整備を促す。 

 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.２２】 

仙南地域在宅医療推進事業 

 

【総事業費】 

2,100 千円 

事業の対象

となる区域 
仙南圏 

事業の期間 平成 26 年 10 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

 

事業の目標 ○在宅医療支援診療所に対する支援の実施 

〔事業効果〕 

・在宅医療の底辺拡大 

・複数疾患を抱える在宅療養者の医療ケアの充実 

 

事業の達成

状況 

○在宅医療支援診療所に対する支援の実施 

・在宅医療の底辺拡大を図るため，在宅医療総合医学管理料の対象とな

らない診療に対する支援を行う。 

 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

  複数の疾患を抱える在宅療養患者に対しては，疾患により対応でき

る医療機関が異なる場合があるため，本事業の実施により在宅医療に

参画する医療機関の数や範囲の拡大が期待される。 

（２）事業の効率性 

県内全域を対象とせず，仙南地域で試行的に事業を実施。対象とな

る医療機関が少数であったため，今後，仙南地域以外でのニーズや課

題について把握していく必要がある。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.２３】 

在宅医療提供体制整備事業 

 

【総事業費】 

15,499 千円 

事業の対象

となる区域 
仙台圏，石巻・登米・気仙沼圏 

事業の期間 平成 26 年 10 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 ○訪問診療用車両配備：2 ヵ所 

○モバイル医療機器導入：1 ヵ所 

○モバイル情報端末導入：1 ヵ所 

〔事業効果〕 

・在宅医療の対象地域及び対象者の拡大 

・訪問看護の課題である医師の指示が現場で受けられない状況の解消 

 

事業の達成

状況 

○訪問診療用車両配備：4 ヵ所 

○モバイル医療機器導入：1 ヵ所 

○モバイル情報端末導入：1 ヵ所 

・訪問診療用車両及び医療機器等（携帯用Ｘ線撮影装置，ポータブルエ

コー，ポータブル血液分析器等）の購入， 双方向コミュニケーション

が瞬時にとれ，医師のみならず訪問看護師にとっても役立つタブレッ

ト TV会議システムを活用したシステムの導入を行う。 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

  訪問診療用車両の導入等により，訪問看護の対象地域の拡大とより

多くの在宅医療利用者へのサービス提供が可能となり，効率的な医療

提供体制の強化が図られた。 

（２）事業の効率性 

訪問看護の現場において，タブレット TV会議システムを活用したシ

ステムを導入。訪問看護師と地域のクリニックが瞬時に双方向でコミ

ュニケーションをとることで，訪問看護の課題である医師からの指示

を利用者宅で受けることが可能となった。 

その他  

 

 

 



   

32 

 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.２４】 

認知症対応推進事業 

 

【総事業費】 

2,418 千円 

事業の対象

となる区域 
仙台圏，大崎・栗原圏 

事業の期間 平成 26 年 10 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 ○検討会・研修会の開催：13 回 

○基本チェック調査対象人数：200 人 

〔事業効果〕 

・認知症予備軍の早期発見と認知症患者の服薬継続は，症状の進行を遅

らせ患者の健康寿命の維持，延伸が図られる。 

・認知症の診断を早期に行い，早期治療を行うことにより，認知症の進

行を遅らせ，できる限り住み慣れた地域で長く生活できるような環境

の整備が図られる。 

事業の達成

状況 

○モデル地区事前説明会の開催：1 回 

○家族向け紙面調査及び訪問調査の実施：調査対象者数 198 人 

 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

  平成 26 年度においては，涌谷町 39 行政区のうち 1 つの行政区をモ

デル地区として事業を実施。65 歳以上の方全員を対象としたことか

ら，地域の実態把握につながった。 

（２）事業の効率性 

  認知症の早期発見，早期治療につなげることにより，認知症の進行

を緩やかにし，住み慣れた地域でＱＯＬを保ちながら生活を継続する

ことが期待できる。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.２５】 

在宅歯科医療連携室整備事業 

 

【総事業費】 

5,000 千円 

事業の対象

となる区域 
仙南圏，仙台圏，大崎・栗原圏，石巻・登米・気仙沼圏 

事業の期間 平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 ○在宅歯科医療を希望する者からの相談受付件数：60 件 

○在宅医療・口腔ケア医療機関の紹介件数：35 件 

〔事業効果〕 

・住民や在宅歯科医療を受ける者や家族等からの在宅歯科保健等に関す

る相談やニーズに応じ，医科等の他分野とも連携できる体制が整備さ

れる。 

 

事業の達成

状況 

○在宅歯科医療を希望する者からの相談受付件数：71 件 

○在宅医療・口腔ケア医療機関の紹介件数：40 件 

 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

在宅歯科において医科や介護等の他分野とも連携を図るための窓口

を設置することにより，地域における在宅歯科医療の推進及び他分野

との連携体制の構築が図られる。 

（２）事業の効率性 

  歯科医師会館内に在宅歯科，口腔ケアを希望する県民，医療機関，

介護サービス事業者等からの相談に応じる専用窓口を設置すること

で，相談後の対応まできめ細かに実施することができる。 

  

 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.２６】 

在宅及び障がい児（者）歯科医療連携室整備推進事業 

 

【総事業費】 

2,483 千円 

事業の対象

となる区域 
仙南圏 

事業の期間 平成 26 年 10 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 ○障がい者（児）からの相談への対応 

○市町村の進める地域包括ケアシステム構築への協力 

〔事業効果〕 

・要介護高齢者や障がい児（者）の歯科保健，医療，介護の流れが明確

になり，県民が障がいがあっても安心して安全な療養を受けることが

できる環境整備が可能になる。 

 

事業の達成

状況 

○みやぎ訪問歯科・救急ステーションの設置 

・みやぎ県南中核病院内（地域連携機能の更なる拡充，障がい児（者）

の歯科保健医療の相談窓口機能の付加を図る） 

 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

  仙南圏での事業であるが，今後，各医療圏へ波及するモデルとして

なり得る。 

（２）事業の効率性 

地域の一次歯科医療機関（かかりつけ歯科医）から地域の中核病院

等の二次医療機関及び介護関係等でスムーズな情報提供が可能とな

り，地域包括ケアシステムの構築に寄与する。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.２７】 

在宅医療（薬剤）推進事業 

 

【総事業費】 

10,123 千円 

事業の対象

となる区域 
仙南圏，仙台圏，大崎・栗原圏，石巻・登米・気仙沼圏 

事業の期間 平成 26 年 10 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 ○フィジカルアセスメント研修会の開催：1 回 

○連絡会議，合同薬剤師会の開催：7 回 

 

事業の達成

状況 

○フィジカルアセスメント研修会の開催：1 回 

〇連絡会議，合同薬剤師会の開催：7 回 

 その他薬学懇話会：1 回 

・在宅医療等の現場で薬剤師が患者の薬物治療の効果と副作用の発現を

より客観的に評価するために必要な研修を実施 

・開局薬剤師と病院薬剤師との薬薬連携の下で患者情報を共有すること

により，外来から入院までの一貫した薬学的管理の展開を推進する取

組を実施 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

薬剤師が身体的評価の理念や基礎，臨床的手技を理解することによ

り，個々の患者における薬物治療の効果と安全性をより高いレベルで

担保することができる。 

（２）事業の効率性 

薬薬連携を構築することで，外来から入院までの一貫した薬学的管

理が可能となり，患者中心の最良の治療に結びつく。 

 

その他  
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事業の区分 
４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.２８】 

地域医療支援センター運営事業 

 

【総事業費】 

50,346 千円 

事業の対象

となる区域 
仙南圏，仙台圏，大崎・栗原圏，石巻・登米・気仙沼圏 

事業の期間 平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 ○臨床研修医合同研修会の開催：2 回 

○各医師のキャリア形成に配慮した勤務病院の全体調整：1 回 

〔事業効果〕 

・平成 27 年度から新たに本県で研修を開始する研修医数：125 人 

・知事指定医療機関で勤務する修学資金医師数（H27.4.1）：57 人 

 

事業の達成

状況 

○臨床研修医合同研修会の開催：2 回 

○医師のキャリア形成支援（専門医取得の各種プログラムの検討） 

・地域医療支援センター（宮城県医師育成機構）を運営し，臨床研修体

制の強化や医学生支援等を通じた医師の育成を図った。 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

医師の不足と地域や診療科による偏在が深刻であり，医師確保策が

喫緊の課題となっているなか，大学，医師会，医療機関及び県（行政） 

が一体となって臨床研修体制やキャリア形成支援を行い，医師の県内

定着を図ることができる。  

（２）事業の効率性 

医学生修学資金の貸与や債権管理，勤務年限内の配置などについて，

地域医療支援センターが一体的に管理しており，地域の実情に応じて

医師が県内に配置されることが期待される。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.２９】 

医師派遣推進事業及び支援体制の構築 

 

【総事業費】 

10,000 千円 

事業の対象

となる区域 
仙南圏，仙台圏，大崎・栗原圏，石巻・登米・気仙沼圏 

事業の期間 平成 26 年 10 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 ○客観的な指標による医師ニーズ評価に基づく被災地及び地域医療の調

査分析及び医師派遣支援体制の構築 

〔事業効果〕 

・客観的医師ニーズ評価に基づいた適切な医師派遣支援体制の構築が推

進できる。 

 

事業の達成

状況 

○「医師ニーズ評価に基づく地域医療実態把握のためのアンケート調査」

の実施（平成 26 年 12 月） 

 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

   調査を実施することにより，各医療圏，医療機関が抱える医師不足

の状況を客観的な指標により比較分析することができ，より必要性の

高い医療圏，医療機関への適切な医師派遣が実現される。 

（２）事業の効率性 

    調査により把握したニーズは，地域への適切な医師派遣のみなら

ず，今後の医師育成を図るための施策に効果的に反映されることが期

待される。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.３０】 

医療従事者招聘事業 

 

【総事業費】 

7,311 千円 

事業の対象

となる区域 
石巻・登米・気仙沼圏 

事業の期間 平成 26 年 10 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 ○研修・体験プログラムの作成・運営，見学会の実施 

〔事業効果〕 

・医療従事者の招聘 

・近隣地域への人材輩出 

 

事業の達成

状況 

○研修・体験プログラムのプレイベント実施 

参加者：8名 

 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

  医学生や医師向けの研修体験プログラムを作成し，実際に展開する

ことで，医療・介護の専門職が外部から地域に定着するような環境が

整備される。 

（２）事業の効率性 

地域に来てもらうため，短期間研修や見学プログラムを実施するな

ど，参加者のニーズに合わせて柔軟に事業を展開しているほか，地域

の医療機関との連携が進むにつれて，研修環境が整いつつある。 

 

 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.３２】 

宮城県の腎臓病診療の体制拡充事業 

 

【総事業費】 

1,500 千円 

事業の対象

となる区域 
仙南圏，仙台圏，大崎・栗原圏，石巻・登米・気仙沼圏 

事業の期間 平成 26 年 10 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 ○透析管理支援の実施：月 2 回 

○コメディカルスタッフも含めた学習会の開催：2 回 

〔事業効果〕 

・県内で血液浄化療法，透析医療の実務に従事しながら診療技術向上を

図ることができる。 

・後方の中核病院と連携し，専門医等からの助言や支援を得ることがで

きる。 

事業の達成

状況 

○県の透析医療の現況と課題を公開資料に基づき分析 

・大崎市民病院，石巻赤十字病院，気仙沼市立病院で地域の課題を抽出 

○東北大学病院血液浄化療法部における教育研修体制の整備 

 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

地域医療の拠点病院，公的病院において，腎臓内科，透析医療に従

事する医師の確保や現在従事している医師への支援体制の充実が図ら

れる。 

（２）事業の効率性 

  平成 26 年度においては，事業実施期間が限られていたため，教育研

修体制の準備を行ったが，今後，各地域の課題分析に基づいた効果的，

効率的な研修と医療従事者のスキルアップが期待できる。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.３３】 

新生児科指導医養成事業 

 

【総事業費】 

16,975 千円 

事業の対象

となる区域 
仙南圏，仙台圏，大崎・栗原圏，石巻・登米・気仙沼圏 

事業の期間 平成 26 年 10 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 ○小児科修練医の確保：2～4 名 

○教育セミナーの開催：3 回 

○研究成果交流会の開催：1 回 

 

事業の達成

状況 

○新生児医療研修センターの設置準備 

○教育セミナーの開催：1 回 

○研究成果交流会の開催：1 回 

 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

東北大学病院に国内初の「新生児医療研修センター」を設置し，新

設の専門教育プログラム・コースに基づいて新生児科指導医を継続的

に養成することによって，新生児科医師を地域医療に安定して供給で

きる体制を構築することができる。 

（２）事業の効率性 

   この新生児科医師の養成システムが定着し，新生児科医師数が増加

することによって，仙台市以外の周産期新生児医療をレベルアップさ

せることが期待できる。 

その他  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

41 

 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.３４】 

産科医等確保・育成支援事業 

 

【総事業費】 

126,210 千円 

事業の対象

となる区域 
仙南圏，仙台圏，大崎・栗原圏，石巻・登米・気仙沼圏 

事業の期間 平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 ○対象分娩件数：12,441 件 

○対象研修医数：3 人 

〔事業効果〕 

・産科医や分娩医療機関の減少抑制への貢献 

・産婦人科等を希望する医師の処遇改善 

 

事業の達成

状況 

○対象分娩件数：9,279 件 

○対象研修医数：4 人 

・①産科・産婦人科医師の定着を図るため，産科医等に対して分娩手当

を支給する医療機関への支援， ②産婦人科等の医師の確保を図るた

め，産婦人科専門医資格の取得を目指す研修医に対して研修医手当を

支給する医療機関への支援を行う。 

 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

  医師不足と言われる中でも，産科医，小児科医（新生児科医）は不

足が顕著であり，医師は特に過重な業務を強いられている状況である。

手当を支給している医療機関を支援することにより，処遇改善を促し，

急激に減少している産科医療医機関及び産科医の確保が図られる。 

（２）事業の効率性 

  産科医等の処遇改善を通じて，定着及び離職防止が図られる。 

 

 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.３５】 

周産期医療従事者育成・再教育研修事業 

 

【総事業費】 

3,594 千円 

事業の対象

となる区域 
仙南圏，仙台圏，大崎・栗原圏，石巻・登米・気仙沼圏 

事業の期間 平成 26 年 10 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 ○トレーニングプログラム等の実施：12 回（H26 は 6 回） 

〔事業効果〕 

・産科医療関係者が研鑽を積むことにより，妊産婦死亡数の減少や新生

児蘇生率の向上につながる。 

 

事業の達成

状況 

○トレーニングプログラム等の実施：12 回（H26 は 6 回） 

・分娩取扱い，産科救急の実技トレーニングプログラム，新生児蘇生ト

レーニングプログラム，胎児心エコー実技講習の実施により周産期医

療関係者の対応力の向上を図る。 

 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

  産科医療関係者，救急隊員等を対象とした，周産期医療の研修を定

期的・継続的に実施することで，長期的に視野に立った人材育成を行

い，地域周産期医療の維持と質的向上を図ることができる。 

（２）事業の効率性 

実践的な実技トレーニングプログラムを実施し，産科医療関係者の

育成・再教育を行うことにより，医療現場における対応力の向上が期

待できる。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.３６】 

小児救急の調査・支援・教育事業 

 

【総事業費】 

8,400 千円 

事業の対象

となる区域 
仙南圏，仙台圏，大崎・栗原圏，石巻・登米・気仙沼圏 

事業の期間 平成 26 年 10 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 ○小児救急の患者数，受診目的，診療内容等のデータ収集 

○派遣医師のスケジュール調整と派遣表作成，派遣先の医療機関との調

整 

〔事業効果〕 

・常勤医の疲弊・離職を食い止める効率的な医師派遣の実現 

事業の達成

状況 

○東北大学病院（小児科）に小児救急支援教育事務局の設置 

・時間外に救急受診した小児患者数や診療内容等のデータ収集・解析 

・延べ 861 名の小児科医を県内の時間外救急センター及び地域小児科セ

ンター病院へ派遣 

○小児救急の教育事業の実施 

・小児救急に関する講演を実施（2 講演／共催） 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

小児科医の派遣により，夜間・休日の小児救急の存続と強化が図ら

れているほか，地域小児科センターの医師の負担が軽減されている。   

また，教育事業の実施により，小児救急に参加する小児科以外の医

師の増加や診療内容の向上が図られる。 

（２）事業の効率性 

  県内 5 ヵ所の時間外救急センターを対象として，小児の救急診療所

受診状況を把握するための調査を実施。今後，データに基づいた医師

派遣の効率化が期待される。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.３７】 

医科歯科連携推進事業 

 

【総事業費】 

550 千円 

事業の対象

となる区域 
仙南圏，仙台圏，大崎・栗原圏，石巻・登米・気仙沼圏 

事業の期間 平成 26 年 10 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 ○がん診療連携拠点病院等の患者・糖尿病患者に対する医科歯科連携推

進に関する調査分析 

 

事業の達成

状況 

○「糖尿病と生活習慣病に関する意識調査」の実施 

調査協力：2 会場 359 名 

 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

がん診療連携拠点病院等の患者に対し，周術期口腔機能管理を行う

ことにより，全身麻酔時の口腔内からのリスク軽減，手術後の誤嚥性

肺炎の減少，化学療法による口内炎等の発症の軽減が図られる。 

（２）事業の効率性 

  がん診療連携拠点病院との医科歯科連携に関しては，歯科医師会，

がん診療連携協議会，東北大学（大学院歯学研究科）が連携して普及

啓発等に取り組んでいるほか，糖尿病に関しては「世界糖尿病デー」

のイベントにあわせ，意識調査や歯周病の調査を実施するなど，効率

的な事業実施に努めている。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.３８】 

県北地域助産師外来支援事業 

 

【総事業費】 

5,833 千円 

事業の対象

となる区域 
大崎・栗原圏，石巻・登米・気仙沼圏 

事業の期間 平成 26 年 10 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 ○支援対象医療機関：3 病院 

〔事業効果〕 

・助産師の専門性を活用することにより地域の産科医の負担軽減を図る

ことができる。 

・妊婦の利便性が向上する上，身近な相談役として助産師外来を利用す

ることで母子保健医療機能としての役割を果たすことができる。 

 

事業の達成

状況 

○支援対象医療機関：3 病院 

・県北地域の助産師外来を軌道に乗せるため，助産師外来先進病院から

病院内外での関係者間の連携方法，広報の仕方を学ぶ等助産師外来に

関する運営支援を行う。 

 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

    助産師外来の運営に必要とされる知識・技術や病院内外での関係者

間の連携方法，広報の仕方を学ぶことができる。 

（２）事業の効率性 

医療圏を越えた県北の各地域，または仙台圏との連携を図ることで

県内の周産期医療の水準を向上させることが期待される。 

 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.３９】 

専門医療人材養成事業 

 

【総事業費】 

35,000 千円 

事業の対象

となる区域 
仙南圏，仙台圏，大崎・栗原圏，石巻・登米・気仙沼圏 

事業の期間 平成 26 年 10 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 ○次世代の遺伝子診療医の養成を担う遺伝子診療部の設置 

○災害保健医療マネジメントスペシャリストの養成を担う災害対応マネ

ジメント部の設置 

〔事業効果〕 

・家族性腫瘍や先天性疾患，神経難病といった遺伝的背景で発症する患

者が宮城県で適切な診療を受ける体制が構築できる。 

・過去の災害の経験等を活かしながら，将来の大規模災害等に対応でき

る災害保健医療体制，医療人の養成を行う体制が構築できる。 

事業の達成

状況 

○東北大学病院に遺伝子診療部の設置（平成 27 年 3 月） 

○東北大学病院災害対応マネジメントセンターの設置（平成 27 年 1 月） 

 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

  遺伝的背景で発症する患者への適切な診療を行う体制として遺伝子

診療部を整備し，医学部，保健学科の学生や医師に対して講義や研究

実習を行うことで人材の育成が図られる。 

  また，災害医療に必要な医療スキル等を持ち，災害医療体制リーダ

ーとして活躍できる医療人が養成される。 

（２）事業の効率性 

  遺伝子診療部の設置により，専門医のみならず看護師などメディカ

ルスタッフの人材育成も可能となる。 

  また，災害対応マネジメントセンターの設置により，人材育成のほ

か，東北大学病院内外の各種災害関連研修会の効率的実務調整が図ら

れる。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.４０】 

女性医師等就労支援事業 

 

【総事業費】 

22,280 千円 

事業の対象

となる区域 
仙南圏，仙台圏，大崎・栗原圏，石巻・登米・気仙沼圏 

事業の期間 平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 ○支援対象病院：2 病院 

〔事業効果〕 

・女性医師が妊娠・出産・育児の期間を通じて仕事を継続できる働きや

すい職場環境の整備。 

・就労環境の改善による離職防止。 

 

事業の達成

状況 

○支援対象病院：2 病院 

・女性医師が働きやすい職場環境を整備し，就労環境の改善及び離職防

止を図るため，女性医師の当直・休日勤務に対する支援を行った。 

 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

  パートタイム医，嘱託医の採用により，日当直免除または短時間勤

務制度を利用しやすくなり，退職や離職をすることなく勤務を継続す

ることが可能となる。 

（２）事業の効率性 

  育児休業を取得しやすい環境の整備は，妊娠・出産，介護など医師

の家庭環境に配慮した勤務形態の保障につながる。 

 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.４１】 

女性医師復職支援プログラム推進事業 

 

【総事業費】 

15,000 千円 

事業の対象

となる区域 
仙台圏 

事業の期間 平成 26 年 10 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 ○復職支援プログラム実施医師数：4 人 

〔事業効果〕 

・出産・育児による女性医師のキャリア中断を最小限にし，医療への復

帰を支援する環境を整えることができる。 

 

事業の達成

状況 

○復職支援プログラム実施医師数 

・復職を希望する女性医師に対し，大学病院での再研修プログラムを提

供し，復職を支援。時短医員 10 名を雇用した。 

 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

 今後急速に増加する女性医師に対し，出産・育児等からの職場復

帰を支援するための復職支援プログラムを提供することで，女性医

師の離職を防止し，県内の医師不足の解消につながる。 

（２）事業の効率性 

   東北大学病院にて復職支援プログラムの提供や保育支援を実施。

時短勤務医員の身分確保をしやすくするよう規程の改正を行うな

ど，女性医師が安心して働ける環境整備を行っている。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.４３】 

新人看護職員・助産師研修事業 

 

【総事業費】 

33,361 千円 

事業の対象

となる区域 
仙南圏，仙台圏，大崎・栗原圏，石巻・登米・気仙沼圏 

事業の期間 平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 ○新人看護職員研修実施病院等：27 施設 

○新人助産師対象研修の実施：14 回 

〔事業効果〕 

・看護の質の向上及び早期離職防止 

・助産技術の向上 

 

事業の達成

状況 

○新人看護職員研修実施病院等：29 施設 

受講者：延べ 536 名 

○新人助産師対象研修の実施：5 回 

 受講者：延べ 119 名 

 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

 妊娠期から分娩期，新生児期までの再学習及び専門的内容につい

ての研修や技術演習をとおして，周産期に関する知識の獲得や助産

実践能力の向上が図られた。 

（２）事業の効率性 

   新人助産師研修を自施設内で実施することが困難な医療機関等を

対象として，多施設合同研修を実施することで，助産技術の向上等

と効率化が図られた。   

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.４４】 

新人看護職員合同研修事業 

 

【総事業費】 

1,500 千円 

事業の対象

となる区域 
仙南圏，仙台圏，大崎・栗原圏，石巻・登米・気仙沼圏 

事業の期間 平成 26 年 10 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 ○新人看護職員合同研修の開催：2 地域 

〔事業効果〕 

・新人看護職員の質の向上及び早期離職防止を図る。 

 

事業の達成

状況 

○新人看護職員合同研修の開催：3 地域 

 (1) 気仙沼地域 4 施設（延べ 20 名） 

 (2) 栗原・登米・大崎地域 5 施設（延べ 18 名） 

 (3) 仙南地域 8 施設（延べ 46 名） 

 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

 研修を受講した新人看護職は，移動，以上及びフィジカルアセス

メントについて基本的知識・技術を学び，臨床実践能力を養うこと

ができた。また，演習を通して各地域で就労する新人看護職同士の

交流が図られた。 

（２）事業の効率性 

   新人看護職員研修を自施設内で実施することが困難な医療機関を

対象として，多施設合同研修を実施することで，研修機会の確保と

効率化が図られた。   

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.４５】 

看護職員資質向上研修事業 

 

【総事業費】 

1,640 千円 

事業の対象

となる区域 
仙南圏，仙台圏，大崎・栗原圏，石巻・登米・気仙沼圏 

事業の期間 平成 26 年 10 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 ○研修会の開催：6 回以上 

〔事業効果〕 

・高齢者ケア施設で働く看護職の質の向上及び職場定着を図り，質の高

い看護を提供できるようになる。 

・看護研究の充実により根拠に基づいた看護が提供でき，看護の質の向

上の一旦を担うことができる。 

・看護職員のスキルアップによる医療安全の確保と離職防止を図る。 

 

事業の達成

状況 

○研修会の開催：5 回 

・高齢者ケア施設で働く看護職の質の向上と職場定着を目的とした多施

設合同研修を実施（2 回：県内 2 ヵ所で各 1 回） 

・看護研究指導を受け，日々の看護実践に活用する手法を学ぶ（2 回） 

・新人から指導者までの院内スキルアップ研修の実施（1 回） 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

  高齢社会が進展するなか，高齢者ケア施設における医療ケア増加な

ど看護職の役割の変化を意識した研修のほか，臨床の課題解決能力向

上のための研修を支援し，看護職員のスキルアップ（医療安全の確保）

を図った。 

（２）事業の効率性 

  高齢者ケア施設については 1 施設当たりの看護職も少ないことか

ら，多施設の合同研修として県内 2 ヶ所で実施（参加者 112 名）する

など効率的に事業を実施し，また対象者の参加機会を確保した 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.４６】 

認定看護師スクール助成事業 

 

【総事業費】 

2,646 千円 

事業の対象

となる区域 
仙南圏，仙台圏，大崎・栗原圏，石巻・登米・気仙沼圏 

事業の期間 平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 ○皮膚・排泄ケア分野の認定看護師の養成：27 人 

〔事業効果〕 

・皮膚・排泄ケア分野認定看護師が増加し，入院患者等の人工肛門の管

理や褥瘡の予防・早期回復につながる。 

・特定分野において高い水準の知識と技術を有する看護職員の実践確保

を図り，安全で質の高い看護サービスを提供する。 

 

事業の達成

状況 

○皮膚・排泄ケア分野の認定看護師の養成：   人 

・皮膚・排泄ケア分野の認定看護師の養成を行うために，認定看護師ス

クールの運営費を支援した。 

 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

  高齢化社会の進展に伴い，褥瘡や失禁の予防・治療が大きな課題と

なっているなか，入院患者の褥瘡発生予防や早期回復に重要な役割を

果たしている皮膚・排泄ケア認定看護師の養成が図られた。 

（２）事業の効率性 

  特定の分野の知識と技術を持ち，より訓練された看護職員を養成す

るため，当該認定看護師スクールは宮城大学への委託事業として実施

された。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.４７】 

宮城県認定看護師スクール助成事業 

 

【総事業費】 

1,000 千円 

事業の対象

となる区域 
仙南圏，仙台圏，大崎・栗原圏，石巻・登米・気仙沼圏 

事業の期間 平成 26 年 10 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 ○訪問看護師育成に係る県内の現状把握調査 

○開設コースの調整及び開設準備 

〔事業効果〕 

・県内に専門性の高い教育施設を確保することで県内看護職の学習機会

が増加し，看護師のキャリア形成につながり，質の高い看護を提供す

ることができる。 

 

事業の達成

状況 

○訪問看護師育成に係る県内の現状把握調査 

○開設コースの調整及び開設準備 

 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

  県内の看護職が学習する機会が飛躍的に増加し，県民に対して質の

高い看護の提供ができる。 

（２）事業の効率性 

宮城県認定看護師スクールの開設（平成 28年度予定）に向け，スク

ールの実施者となる宮城大学に委託し，県内の現状把握を行うととも

に，開設コースの選定や教員予定者の選考等を実施した。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.４８】 

研修責任者・実習指導者研修事業 

 

【総事業費】 

3,282 千円 

事業の対象

となる区域 
仙南圏，仙台圏，大崎・栗原圏，石巻・登米・気仙沼圏 

事業の期間 平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 ○病院等研修責任者（看護部長等）対象研修の実施：2 回（各 3 日間） 

○実習指導者講習会の開催：1 回（8 週間，240 時間） 

〔事業効果〕 

・病院等研修責任者の研修企画力の向上により，教育体制の充実を図る

とともに，質の高い看護の提供につなげる。 

・病院等における実習指導者が看護教育における実習の意義及び実習指

導者としての役割を理解し，効果的な実習指導ができるようになり，

質の高い看護師の養成につながる。 

 

事業の達成

状況 

○病院等研修責任者（看護部長等）対象研修の実施：2 回（各 2 日間） 

 受講者：182 人（1 回目 112 人 2 回目 70 人） 

○実習指導者講習会の開催：1 回（8 週間，240 時間） 

 受講者：46 人 

 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

研修責任者研修は，新しい「新人看護職員研修ガイドライン」に沿

った内容で行われ，タイムリーな内容と具体的な提示で今後の活動に

生かすことができる。 

（２）事業の効率性 

  研修責任者研修は，研修期間を 3 日間として実施したいという希望

も寄せられていたが，内容の充実した 2 日間の講義形式で行い，結果

として参加者の高い満足度が得られた。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.４９】 

看護管理者等研修事業 

 

【総事業費】 

400 千円 

事業の対象

となる区域 
仙台圏 

事業の期間 平成 26 年 10 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 ○看護管理者研修の実施：2 回 

〔事業効果〕 

・看護管理者の効果的な人材養成のためのスキルの向上を図る。 

・看護管理者のリーダーシップの発揮により，医療（チーム医療，医療

安全含む）の質の向上につながる。 

 

事業の達成

状況 

○看護管理者研修の実施：2 回 

・看護管理者を対象に，「看護職の人材育成」に必要とされる知識の習得

を目的とした研修会を実施。 

 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

  県内の介護・福祉施設，在宅領域に勤務する看護管理者を対象に実

施したところ，51 名の参加があり，また，研修に対する高い評価が得

られるなど，現場のニーズに合った研修が実施できた。 

（２）事業の効率性 

研修を県内 2 ヵ所で実施し，研修機会の確保を図ったほか，介護老

人保健施設，介護老人福祉施設及び訪問看護ステーションの職員が自

ら研修内容を検討したことで，課題の共通理解や連携が進んだ。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.５０】 

仙南医療圏における看護師確保・育成に関する調査 

 

【総事業費】 

20,000 千円 

事業の対象

となる区域 
仙南圏 

事業の期間 平成 26 年 10 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 ○仙南医療圏における看護師確保・育成に関する調査の実施 

〔事業効果〕 

・仙南医療圏の看護師，医療機関，看護学校のニーズに的確に対応した

効果的な事業の企画・実施につながり，看護師の確保，離職防止，復

職に貢献することができる。 

 

事業の達成

状況 

○仙南医療圏における看護師確保・育成に関する調査の実施 

・平成 27 年度において，実現可能な看護師確保・育成に関する事業計画

を策定するための予備調査を実施。 

対象：仙南医療圏の医療機関（121 施設），看護師（1,400 名程度）， 

看護学校（2 校）等 

 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

書面での調査及び訪問による面接による調査から，看護師充足にお

いて重要な要素を統計的に分析することにより，実現可能な支援策を

より具体的に立案することができる。 

（２）事業の効率性 

看護師の確保が特に課題となっている仙南地域において実施される

事業であるが，今後立案される支援策が他地域と共有され，県内で活

用されることも期待される。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.５２】 

潜在看護職員復職研修事業 

 

【総事業費】 

1,344 千円 

事業の対象

となる区域 
仙南圏，仙台圏，大崎・栗原圏，石巻・登米・気仙沼圏 

事業の期間 平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 ○潜在看護職員実習講習会（8 日間）の開催：2 回 

〔事業効果〕 

・再就業者の増加につなげることができる。 

 

事業の達成

状況 

○潜在看護職員実習講習会（8 日間）の開催：2 回 

・看護師の再就業を促進するため，潜在看護職員に対する再就業に向け

た臨床実務研修を実施した。  

 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

  約 2 か月の間に 8 日間の研修（講義及び実習）を行う潜在看護職員

復職研修を企画し，32 名が参加した。 

※ 内訳：保健師 2 名，助産師 1 名，看護師 25 名及び准看護師 4 名 

（２）事業の効率性 

夏と秋の 2 回，同内容の研修を設けることで，対象者の参加機会を

確保し，受講を促した。 

 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.５３】 

看護師等養成所運営費補助 

 

【総事業費】 

289,862 千円 

事業の対象

となる区域 
仙南圏，仙台圏，大崎・栗原圏，石巻・登米・気仙沼圏 

事業の期間 平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 ○対象施設：11 施設 

〔事業効果〕 

・看護師等養成所の運営の安定を図り，看護職員の安定確保につなげる

ことができる。 

 

事業の達成

状況 

○対象施設：11 施設 

・看護師免許等の受験資格を付与される養成所に対して, 運営費を支援

し，看護職員の安定確保を図った。 

 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

  看護職員業務従事者届による県内看護職員の従業者数は，平成 24

年末の 25,643 人から平成 26 年の 26,318 人に増加（675 人増）。 

 

（２）事業の効率性 

   看護師養成施設（養成所）の設置者，実習や講師派遣を行う医療機

関等が連携して効率的に事業を運営しており，卒業後の看護師は県内

外において地域医療に貢献している。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.５４】 

看護師宿舎施設整備事業 

 

【総事業費】 

55,398 千円 

事業の対象

となる区域 
仙台圏 

事業の期間 平成 26 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 ○対象施設：1 施設 

〔事業効果〕 

・遠隔地からの入職者確保と離職防止につながる。 

 

事業の達成

状況 

○対象施設：1 施設 

・病院の看護師宿舎の個室整備に伴う新築，増改築，改修に要する工事

費等に対して支援を行った。 

 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

 

    平成 26 年度の実績なし（2 ヶ年事業） 

 

（２）事業の効率性 

 

 

 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.５６】 

看護職員の勤務環境改善支援事業 

 

【総事業費】 

822 千円 

事業の対象

となる区域 
仙南圏，仙台圏，大崎・栗原圏，石巻・登米・気仙沼圏 

事業の期間 平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 ○病院等看護・事務部門職員対象研修の実施：2 回 

 

事業の達成

状況 

○病院等看護・事務部門職員対象研修の実施：3 回 

①ＷＬＢワークショップ       参加：延べ 85 名（6 施設） 

 ②働き続けられるための勤務環境改善 参加：15 名 

 ③雇用の質向上のための研修会    参加：18 名 

・育児・介護のほかキャリアアップなどの個々のライフステージに対応

し働き続けられるよう研修を実施した。 

 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

多様な勤務形態の普及啓発が図られ，看護職員の勤務環境改善につ

ながる。 

（２）事業の効率性 

ＷＬＢワークショップは研修及びそのフォローアップを行い，研修

内容の実践と評価までを一体的に実施した。 

 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.５７】 

看護職員の就労環境改善のための職務満足度調査事業 

 

【総事業費】 

1,000 千円 

事業の対象

となる区域 
大崎・栗原圏 

事業の期間 平成 26 年 10 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 ○職務満足度調査の実施と調査結果の分析 

〔事業効果〕 

・勤務環境が改善されることで，離職防止につながり，質の高い看護を

提供することが可能になる。 

事業の達成

状況 

○職務満足度調査の実施と調査結果の分析 

・職務満足度調査の集計結果により，所属する看護師の現状の満足度を 

把握することができた。 

 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

  職務満足度調査の結果を就労環境の改善につなげ，看護師の離職防

止を図る。 

 

（２）事業の効率性 

    集計結果については，所属の看護師に説明会を実施（共有）してい

るほか，今後も継続して調査を行うことで，改善点の把握や全国の病

院とのベンチマークを行うことができる。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.５８】 

医学物理士雇用のための体制整備事業 

 

【総事業費】 

14,300 千円 

事業の対象

となる区域 
仙台圏，大崎・栗原圏 

事業の期間 平成 26 年 10 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 ○がん診療拠点病院への医学物理士の配置：2 病院（各 1 人） 

〔事業効果〕 

・放射線治療の質の向上及び治療成績の向上につながる。 

・先進治療可能施設・症例数・適応疾患の拡大，さらには放射線治療医

の負担を軽減できる。 

 

事業の達成

状況 

○がん診療拠点病院への医学物理士の配置：0 病院 

・平成 27 年度における医学物理士の配置に向け，医学物理士スキルアッ

プ講習会を実施。前立腺がんに対するＶＭＡＴの治療計画法のトレー

ニングを実習形式で行った。 

 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

医学物理士が現在配置されていないがん診療拠点病院に医学物理士を

配置することで，放射線装置のＱＡ／ＱＣを担保するとともに，各病院

の医学物理士同士の相互教育のための研究会を開催し，専門教育の基盤

構築を図る。 

（２）事業の効率性 

 東北大学病院がんセンター及び宮城県がん診療連携協議会放射線治療

部会が中心となって事業を推進することで，地域の医学物理士のネット

ワーク構築や治療技術の向上等が促され，県内におけるがん診療の均て

ん化が期待できる。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.５９】 

医療勤務環境改善事業 

 

【総事業費】 

371,400 千円 

事業の対象

となる区域 
仙南圏，仙台圏，大崎・栗原圏，石巻・登米・気仙沼圏 

事業の期間 平成 26 年 10 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 ○医療補助者の配置：236 人［2 年間］ 

医療補助者研修の実施・参加：6 回 

○医療勤務環境改善等相談窓口の設置：1 か所 

○勤務環境改善に関する調査の実施 

〔事業効果〕 

・医療従事者の業務負担を軽減することで，少ない医療資源を効率的に

活用し，医療提供の一層の円滑化を図ることができる。 

・レベルアップした医療クラークの活用を促進することにより，病院勤

務医の負担軽減が図られ，離職防止及び定着率向上につなげることが

できる。 

・勤務医の勤務環境を改善することにより離職率を下げ，医療従事者不

足の解消へとつなげる。 

・医療従事者が抱えている勤務環境改善に関するニーズを適切に把握す

ることにより，今後の勤務環境改善施策につなげることができる。 

事業の達成

状況 

○ 医療補助者の配置への支援 18人（平成 26年度） 

○ 勤務環境改善等相談窓口の設置  調整中 

○ 勤務環境改善に関する調査の実施 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

  医療補助者の配置により，医療従事者の業務負担を軽減することで，

限られた医療資源を効率的な活用と医療提供の円滑化が図られる。 

 

（２）事業の効率性 

平成 26 年度においては，県提案事業として，県内全域の医療機関等

の協力を得て，看護職員の勤務環境実態調査を一斉に実施した。高い

回収率を得たことから，今後の施策展開への反映が期待される。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.６０】 

院内保育所施設整備・運営事業 

 

【総事業費】 

144,266 千円 

事業の対象

となる区域 
仙南圏，仙台圏，大崎・栗原圏，石巻・登米・気仙沼圏 

事業の期間 平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 ○施設整備対象施設：1 施設 

○運営対象施設：42 施設 

〔事業効果〕 

・院内保育所が整備・運営されることで，子どもを持つ医療従事者が出

産から育児の期間を通じて働きやすい勤務環境が提供され，離職防止

や復職支援につながる。 

 

事業の達成

状況 

○施設整備対象施設：1 施設 

○運営対象施設：28 施設 

・医療従事者の離職防止及び再就業の促進を図るため，保育施設の整 

備・運営を支援した。 

 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

  東日本大震災で全壊した院内保育所再開のための改修工事を行い，

従業員の利便性が高まった。また，看護職員の新規採用及び育児休業

等からの復職支援に資する環境が整備された。 

（２）事業の効率性 

  院内保育所の整備等により，育児を理由とする離職防止や育児休業

期間の短縮等が図られることで，病院の安定的な運営（地域医療への

貢献）に繋がっている。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.６１】 

小児救急医療体制整備事業 

 

【総事業費】 

1,447 千円 

事業の対象

となる区域 
仙台圏 

事業の期間 平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 ○実施市町村：１市 

〔事業効果〕 

・小児救急医の負担が軽減される。 

 

事業の達成

状況 

○実施市町村：１市 

・小児救急医の負担軽減を図るため，市町村が実施する休日・夜間の小

児救急医療体制整備に対する支援を行った。 

 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

土日祝日等の昼間における小児科の救急患者の収容先が確保され，

救急患者が迅速に治療を受ける体制が整備された。 

 

（２）事業の効率性 

  参加病院において当番制で事業を実施することにより，年間を通じ

て専用病床と小児科医師が確保された。 

 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.６２】 

小児救急電話相談事業 

 

【総事業費】 

18,793 千円 

事業の対象

となる区域 
仙南圏，仙台圏，大崎・栗原圏，石巻・登米・気仙沼圏 

事業の期間 平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 ○電話相談件数：11,000 件 

〔事業効果〕 

・ 県内における患者の症状に応じた適切な医療提供体制が構築される。 

 

事業の達成

状況 

○電話相談件数：10,207 件 

・地域の小児科医等による夜間の小児患者の保護者等向けの電話相談体

制を整備した。 

 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

地域の小児救急医療体制の補強と医療機関の機能分化を推進し，県

内どこでも患者の症状に応じた適切な医療が受けられるようにするこ

とを通じ，小児科医の負担軽減が図られた。 

（２）事業の効率性 

  毎日午後 7時から午後 11時まで看護師等が対応する電話相談事業を

実施することにより，相談内容の傾向が把握されたほか，保護者の不

安軽減が図られた（相談対応には救急車要請の助言を含む）。  

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.６３】 

患者搬送体制整備・連携推進事業 

 

【総事業費】 

16,400 千円 

事業の対象

となる区域 
仙南圏，仙台圏，大崎・栗原圏，石巻・登米・気仙沼圏 

事業の期間 平成 26 年 10 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 ○後方支援病院への患者搬送：400 人 

○後方支援病院への受入コーディネーター配置：8 施設 

○円滑な患者搬送に関する検討の実施 

〔事業効果〕 

・医療機関の機能分担が図られ，連携強化が促進される。 

・後方支援医療機関も安全・安心な転院受入が円滑になされる。 

・医師の負担軽減につながる。在宅医療の連携を促進するため，実際に

多職種連携に関する研修会等を全地域において実施する。 

 

事業の達成

状況 

○後方支援病院への患者搬送：417 人 

○後方支援病院への受入コーディネーター配置：11 施設 

○急性期病院から後方支援病院への転院患者実態調査の実施 

・後方支援医療機関への患者搬送体制の整備が図られたほか，急性期病

院と後方支援病院との間で，患者情報が記載された「チェックシート」

を共有することによる円滑な移動に向けた調査検証事業を実施した。 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

  後方支援医療機関への患者搬送体制の整備が図られ，患者搬送に関

わる医師等の負担軽減が図られた。 

（２）事業の効率性 

  急性期病院から後方支援病院への転院患者実態調査（仙南地域の 12

医療機関が参加）の実施により，転院患者の原因疾患や病態等につい

てのデータが得られた。継続調査を行うことで，後方転送における地

域の傾向が明らかになることが期待される。 

その他  

 

 

 


